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はじめに

米中を中心とした大国間競争や 2022 年 2 月

のロシアのウクライナ侵攻をきっかけに，グ

ローバルサウスについての様々な議論が外交の

世界や論壇で展開されている。グローバルサウ

スに関する論考としては先進国の立場から途上

国や新興国との関係の強化の必要性を訴えるも

のや途上国の立場からバランス戦略の正当性を

訴えるものが多いが，ASEAN（東南アジア諸

国連合）に焦点を当てた論文も見られる1)。そ

の中でも注目されるのが，「Foreign Affairs」

2023 年 3・4 月号に掲載されたキショール･マ

フバニ（Kishore Mahbubani）シンガポール元

国連大使の論文2) である。

キショール氏は，ASEANは米中どちらの側

にもつかない巧みな戦略で米中双方との貿易か

ら最大限の経済的な利益を得ているとして，

ASEANをグローバルサウスの模範であると称

賛している。その上でキショール氏は，米国は

中国の一帯一路構想を批判しているが一帯一路

構想に対する有効な代案を打ち出せておらずア

フリカをはじめ途上国の支持を得ていない，米

国は中国批判やゼロサム思考をやめてASEAN

から学ぶべきであると述べ，米国を痛烈に批判
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原則を堅持しつつ開発を優先しながら東南アジア地域の経済成長や政治的な安定を実現してきた。しかし，新

たに加盟したメコン諸国と非メコン諸国の間の経済格差や安全保障上の利害の相違を背景に，ASEANの意思

決定はより困難になっている。またメコン諸国では中国の影響力の強まりと並行して民主主義の後退が顕著に
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マーをめぐり民主主義や人権の実現のために内政不干渉原則を修正しようとする加盟国と，内政不干渉原則を

堅持し民主主義の後退を容認しようとする加盟国の間の対立が深刻化している。ASEANには改革とそれを実

行する政治的指導力が求められている。



している。また，キショール氏は，途上国に

とっての優先課題は経済開発であるとした上

で，米国（およびインド，日本，EU といった

他の大国）が ASEAN の戦略から学べること

の一つとして，グローバルサウス（途上国）の

国内の政治体制に対する（価値）判断をやめる

べきであり，バイデン政権がとっている世界各

国を民主主義と専制主義（autocracy）に分け

るやり方は誤りであると主張している。

東アジアで大国を巻き込みながら経済統合を

主導し3)，また多国間外交や信頼醸成で成果を

挙げてきた ASEAN は途上国にとってのモデ

ルであると言える。しかし後述する通り，

ASEAN では 1990 年代のメコン諸国の加盟に

より加盟国の立場の違いが深まり意思決定がよ

り困難になってきている4)。またメコン諸国で

は「民主主義の後退（democratic backsliding）」

も指摘されるようになっている5)。このような

状況の下，キショール氏の意見は ASEAN が

置かれた状況を正しく反映し，また ASEAN

の市民の意見を代弁していると言えるだろう

か。キショール氏は ASEAN のバランス戦略

の効果など様々な論点を提起しているが，本稿

では ASEAN の内政不干渉原則と民主主義や

人権の関係に焦点を当てつつ，ASEANの課題

や必要とする改革について論じ，最後にキ

ショール氏の見解について触れたい。

その際，以下の方法をとることとしたい。第

1 に，比較対象として，最も統合が進んでお

り，ASEAN関係者からも統合のモデルとみら

れてきた6) EU（および NATO）を参照する。

ただし欧州との比較は統合の進展度合いを把握

するために行うものであり，欧州統合と途上国

である ASEAN の統合の進展度合いの相違が

ただちに統合の優劣につながるわけではない

（例えば，冷戦終結直後の 1990 年代初め，地域

統合が最も進んだ欧州と比べ東アジアは地域統

合が遅れており安全保障環境もより脆弱である

との見方が有力であった。しかし，ロシアのウ

クライナ侵攻によって，少なくともこれまでは

東アジアの安全保障環境は相対的には欧州より

も安定的であったと評価されている）7)。

第 2 に，「民主主義の後退」とは，民主主義

の進展の度合いにかかわらず，民主化に逆行す

る動き（例えば個人，政党または軍による権力

の独占傾向や軍による政治への介入の強まり）

が見られる状況を指すこととする。

最後に，「Foreign Affairs」は日本語訳も電

子出版されているが，本稿は筆者が原文を日本

語訳したものを使用している。

Ⅰ ASEANの現状

1967 年に創設された ASEAN は，2008 年

ASEAN憲章を制定し，国際法人格を有する地

域的国際機関となった。そして 2015年末には

政治・安全保障共同体，社会・文化共同体，経

済共同体の 3 本柱からなる ASEAN 共同体の

発足を正式に宣言した8)。ASEAN は EU のよ

うに関税同盟や単一市場を実現してはいない

が，途上国による最も成功した地域経済統合で

あり9)，東アジアにおける地域的イニシアティ

ブに指導力を発揮してきたと10)評価されてい

る。

ASEANは経済的な成功だけでなく多国間外

交でも注目されている。ASEAN は NATOの

ような軍事同盟ではないが，40 年以上東南ア

ジアにおいて国家間の武力紛争がない状態を維

持してきただけでなく，多国間外交を通じた信

頼醸成により東アジアを超えてグローバルな緊

93世界経済評論 2023年11月12月号

［特別論考］岐路に立つASEAN統合



張緩和に大きな役割を果たしてきた。また，

2022 年 11 月インドネシア，タイ，カンボジア

の 3 か国は，G20，APEC，ASEAN の議長国

として 3つの首脳会議を連続して開いた結果，

米中，日中，日韓の首脳会談が対面で実現し，

G20 ではロシアの参加を認めつつロシアの侵攻

を非難する首脳宣言が採択された11)。このよ

うに米中間の競争が激化する中でロシアのウク

ライナ侵攻後も米中双方と良好な関係を維持し

外交で成果を挙げている ASEAN は，グロー

バルサウスのモデルとして注目されている。

一方，2021 年 2 月軍によるクーデターが起

きたミャンマーに対し ASEAN の外交努力は

成果を挙げておらず，2023 年 7月 ASEAN 外

相会議の直前にタイのドーン外相が ASEAN

議長国インドネシアとの事前の調整なしにミャ

ンマーを訪問したことにより，ASEAN加盟国

間の対立は深刻化している12)。

Ⅱ ASEANの統合の特徴

1．経済統合

（1）ASEANの求心力の源泉としての経済統合

ASEANの最大の特徴は，経済統合がASEAN

の求心力の源泉となっており，また経済統合と

中国との関係の緊密化が表裏一体となっている

ことである。

ASEANの成功を最も端的に示しているのが

経済成長であり，2000 年には ASEAN 加盟 10

か国の GDPの総額は 6200億ドルで日本の約 8

分の 1だったのが，2020 年には 3兆ドルにな

り，日本の 6 割にまで増加している。そして

2030 年にはASEAN諸国の GDPの総額は日本

を上回ると予測されている13)。

ASEAN 経済共同体（AEC）は ASEAN 全

加盟国（10 か国）を単一の経済圏としており，

東アジアで最も進化した経済統合と評価されて

いる14)。経済統合の効果について，みずほ総

合研究所の「ASEANを読み解く」によると，

ASEAN域内の経済統合と域外との連携は，貿

易の活性化を通じて ASEAN 経済の発展に貢

献している15)。

（2）経済統合を通じた中国との関係の変化

みずほ総合研究所によると，ASEANの域内

の経済統合の主要な目的は当初中国との経済的

な競争であったが，ASEAN域外との経済統合

（FTA）の中で中国との FTA が先行し大きな

成果を挙げ，その結果中国との関係が改善かつ

緊密化している。すなわち，当初 ASEAN の

経済統合の狙いの一つは中国に対抗することで

あったが，2005年のASEAN・中国 FTAの発

効を受けて ASEAN と中国のサプライチェー

ンがつながった結果，中国の発展の恩恵を

ASEANも享受することになり，両国の経済関

係は対抗的なものから協調的なものに推移しつ

つある16)。

中国とASEANの FTAの経済効果がいかに

大きかったかは貿易額の伸びを見れば明らかで

ある。2000 年には ASEAN と中国の貿易額は

290億ドルで，ASEAN と米国の貿易額の約 4

分の 1だった。ところが，2021 年にはASEAN

と中国の貿易額は 6690億ドルに増加したのに

対し，ASEAN と米国の貿易額は 3640億ドル

に増加するにとどまっている17)。

このように，ASEANの経済統合の進展は中

国との経済関係の緊密化や中国との関係の改善

（競争から協調への変化）と表裏一体であった

と言える。
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（3）経済統合についての統一的方針の欠如と

CPTPPをめぐる分断

ASEANの経済統合のもう一つの特徴は，現

在 ASEAN としての統一的な方針がないこと

である。ASEAN は ASEAN 域外との経済統

合の成果である RCEP（東アジア地域包括的経

済連携）協定交渉の妥結までは RCEP への全

加盟国の参加という方針では一致していた。し

かし，以下の通り，RCEP 協定交渉が妥結した

後は ASEAN 各国は ASEAN 域外との経済統

合についてばらばらに対応している。

RCEPは交渉が 2020 年に妥結し 2022 年に発

効したが，RCEP 交渉の終盤（2019 年以降）

の時点ですでにASEANは CPTPPに署名した

4 か国（マレーシア，シンガポール，ブルネ

イ，ベトナム）と署名しなかった残りの 6か国

に分かれていた。そのため，ASEAN は RCEP

におけるASEAN中心性（ASEAN centrality）

と ASEAN の結束（全加盟国の参加）を維持

する観点からインド離脱後の RCEP交渉の妥

結に大きく貢献した18)。

一方，RCEPより高いレベルの自由化を実現

する CPTPPについてASEANは加入した 4か

国と未加入の 6か国に分断されたままである。

米国主導のインド太平洋経済枠組み（IPEF）

については，カンボジア，ミャンマー，ラオス

の 3か国が参加していない。

ASEAN 諸国が CPTPPについて方針を共有

していない理由として，タイ外務省幹部は筆者

に対し，ASEAN各国の国内的な制約に加え，

ASEAN各国の米中との関係についての地政学

的な利益が異なっているためであると述べてい

る19)。この見方を踏まえると，カンボジア，ラ

オス，ミャンマーの 3 か国は，ASEAN 後発加

盟国として中国への経済的な依存度が高く，貿

易自由化により得られる利益よりも国内産業を

保護することにより得られる利益を重視してい

ることが CPTPPに参加しない要因と考えられ

る。

これに対し，インドネシア，タイおよびフィ

リピンは CPTPP加入への関心を表明している

ものの正式な加入申請には至っていないが，こ

れは国内の制約要因が主たる要因と考えられ

る20)。例えば，タイの場合，米中対立により

中国からベトナムに投資先を変更する外資が増

えたことを背景に，タイ政府はタイ経済の国際

競争力の強化の観点から CPTPP への加入を重

視していた。2020 年 2 月の時点でソムキット

副首相（当時）は CPTPP への加入を推進しよ

うとした21) が，医薬品や農産物への影響を懸

念する加盟への反対論によりプラユット内閣は

合意形成に至らなかった22)。

このように，RCEP 妥結後 ASEAN は経済

統合について統一した方針を持っていないが，

後述する通り 1990 年代に ASEAN にメコン諸

国が新規加盟してから ASEAN の中での加盟

国間の利害の違いが拡大し意思決定は円滑では

なくなっている。したがって，将来インドネシ

ア，タイ，フィリピンの 3 か国が CPTPPに加

入した場合には，メコン 3 か国（CLM）とそ

れ以外の ASEAN7 か国との分断が進み，

ASEANの意思決定はさらに難しくなると予想

される。

なお，米国のバイデン政権が立ち上げた IPEF

は，関税の引き下げなどの市場アクセスを伴わ

ず米国議会の批准も必要ない範囲の協力にとど

まるため，経済効果や持続可能性（2024 年の

大統領選挙により仮に政権交代した場合，政権

交代後も持続可能か）について米国の専門家か

らは懐疑的な意見も表明されている23)。した
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がって，IPEF に ASEAN3 か国（CLM）が参

加してないことにより ASEAN の経済統合に

支障が生じる可能性は低いであろう。

2．政治統合

（1）民主主義や人権に関する ASEANの規範

と現実の乖離

政治分野での ASEAN の統合の特徴は，

ASEAN憲章と現実との乖離である。ASEAN

は，民主主義や人権を新規加盟の条件としてき

た EU や NATO とは異なり，ASEAN 憲章で

は民主主義や人権にコミットしつつも，現実と

の乖離は続いてきた。すなわち，ASEAN 憲

章24) は欧州連合条約第 2条をモデルにしたと

みられる目的規定を第 1条におき，民主主義，

人権および法の支配へのコミットメントを明記

している（2015 年に公表された「ASEAN

Political-Security Community Blueprint 2025」

にも同様の内容が盛り込まれている25)）もの

の，実際には ASEAN は加盟国の内政には干

渉しない立場をとっており，「民主主義の後退」

はミャンマーのような例外を除き事実上容認さ

れてきた。2014 年のタイにおける軍による

クーデターにより民主主義体制が崩壊した26)

際もASEANは介入しなかった。したがって，

ASEAN憲章第 1条の履行は困難な状態が続い

ている27)。

（2）政治統合の制度化や規範遵守メカニズム

に関するEUと ASEANの比較

ちなみに EU の場合は，欧州委員会および

EU司法裁判所がそれぞれ EU法の遵守（履行

確保）に重要な役割を果たしている。また，停

止条項（suspension clause）とも呼ばれる欧州

連合条約28)第 7条は加盟国に対する制裁を規

定しており，欧州首脳理事会は第 2条が定める

諸価値への重大かつ継続的な違反を理由とし

て，一定の要件や手続きにより加盟国の権利の

停止を決定できるとしている（ただし，欧州連

合条約は加盟国の資格のはく奪を可能にする権

限は規定していない）。

EUは加盟条件についても，安定した民主主

義と法の支配，機能する市場経済，ユーロを含

むすべての EU 法令の受け入れ（the accept-

ance of all EU legislation, including of the euro）

を含む「コペンハーゲン基準」を加盟申請の条

件としている29)。さらに EU は域外国・地域

との FTA や EPA の締結の前提条件として

PCA（パートナーシップ・協力協定）を締結

している30) が，これは「コペンハーゲン基準」

との整合性を確保する観点から行われているも

のと言える。

一方，ASEAN憲章第 2条は，ASEAN およ

び ASEAN 加盟国は，「法の支配，良き統治

（good governance）並びに民主主義および立

憲的政府（constitutional government）の原則

の遵守」に従って行動すると規定している。し

かし，ASEAN 憲章は，このような ASEAN

の理念や原則の履行確保のための手段や

ASEAN加盟国が憲章上の義務を履行しない場

合の制裁措置を規定しておらず31)，意思決定

を定める第 20条は「基本原則として，ASEAN

における決定は協議及びコンセンサスを基礎と

する」「ASEAN憲章の重大な違反または不履

行の場合に，当該事項は ASEAN 首脳会議の

決定にゆだねられる」と規定するにとどまって

いる。したがって，EU のように規範の遵守

（履行確保）が制度化されたり経済統合と結び

付けられておらず，そもそも遵守すべき規範が

明確化されているとは言えない32)。
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このようにASEAN憲章が掲げる民主主義と

人権という価値の実現が困難である要因として

以下が指摘できる。第 1 に，冷戦時代にASEAN

が創設されてから，内政不干渉原則，加盟国の

経済開発及び地域の平和と安定が ASEAN の

優先課題となってきた。第 2 に，1990 年代に

実現した後発加盟国（CLMV）の加盟は，

ASEAN域内の経済的な相互依存関係を増進さ

せ，その結果東南アジアの戦争の可能性を減ら

すとの ASEAN の長期的な期待を反映したも

のであった。したがって，1990 年代当時，

ASEAN諸国が特定の政治体制に収れんすると

の期待は存在しなかった。第 3 に，これらの歴

史的な要因に加え，ASEAN各国は人権や民主

主義について異なる基準やガバナンスを有して

いる33)。

（3）ASEAN統合のアプローチの成果と限界：

安定及び経済成長の実現と民主主義の後退

このようなASEAN統合のアプローチは，政

治体制や経済発展の度合いが大きく異なる東南

アジアの実情を考慮したものであり，ASEAN

は域内の経済格差34) を抱えながら後発加盟国

（CLMV）の新規加盟を実現し域内の安定と経

済成長を同時に実現してきた。

一方，1986 年のフィリピンのマルコス政権

崩壊後，世界的な民主化の流れの中で 1992 年

にはタイの軍政，1998年にはインドネシアの

スハルト政権が崩壊した35)。アジア経済研究

所の青木まき研究員によると，これらの国々が

主導する形で ASEAN は 2000 年代には民主主

義を基礎とした「共同体」の実現を目指すよう

になったが，その直後から ASEAN の民主主

義諸国では民主的手続きの形骸化や強権的支配

の強化が続いている36)。

内政不干渉原則に基づいた ASEAN の統合

政策は，ASEAN各国で民主化が進展していな

くとも民主化に逆行する動きが生じない限りは

矛盾を露呈することはない。しかし，タイでは

2014 年の軍によるクーデター，またカンボジ

アでは 2013 年の総選挙37) をそれぞれ契機に，

そしてミャンマーでは 2021 年の軍によるクー

デターにより民主主義の後退が顕著になってい

る。民主主義の後退が最も明白なミャンマーで

は，内政不干渉原則と民主主義や人権へのコ

ミットメントを両立できない38) ことは誰の目

にも明らかになっている。

メコン諸国における民主主義の後退の特徴

は，中国との関係の緊密化と同時並行して進行

している39) 点である。例えば，タイでは 2014

年軍によるクーデターにより民主主義体制が崩

壊した後にいち早く軍事政権に接近した中国と

の関係が強化された40)。また，カンボジアにつ

いては，2023 年 7月の総選挙の際，NHK は，

「2010 年ごろから中国が最大の援助国となり」，

「人権問題といった内政には口を出さず，経済

成長を後押ししてくれる中国の存在感が高まる

中で，フン・セン政権は中国への傾斜を強めて

いる」と報じている41)。

朝日新聞の吉岡桂子編集委員は，東南アジア

における民主主義の退潮の要因について，2021

年 2 月のミャンマーにおける政変の直後の時点

で「中国の膨張とあわせて進む米国の国力の低

下やトランプ政権時代のモラルの破壊がアジア

に民主主義の退潮をもたらした」と分析し，そ

の上で「フィリピン，タイ，カンボジア，ベト

ナムなどで権威主義的な政権が勢いづく」「そ

の流れにミャンマーのクーデターがある」と指

摘している42)。

政府レベルでの中国との関係の緊密化はメコ
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ン諸国だけではなく ASEAN 全体で見られ

る43) が，その一方で，民主主義の後退や中国

の影響力の高まりに対する抗議運動がソーシャ

ルメディアを通じて香港から台湾，タイおよび

他の東アジア地域に広がる市民の連帯に発展し

ており，「ミルクティ同盟（Milktea Alliance）」

と呼ばれている44)。タイにおいて 2020 年後半

に拡大したプラユット政権や王室に対する市民

の抗議運動は 2019 年の香港の民主派の抗議運

動の影響を受けており，またタイの抗議運動は

ミャンマーにおける軍事政権に対する抗議運動

にも影響を及ぼしている45)。これらの市民の

運動は自国政府への抗議運動であるが，香港の

民主派への弾圧やナショナリズムを強める中国

に対する批判でもある（例えばタイでは 2020

年の香港での国安法の制定を契機にソーシャル

メディアで中国政府への批判が強まってい

る46)）。

ASEAN 各国の政治体制の違いに関わらず

ASEANの市民の民主主義や人権に起因する連

帯感が強まる中で，ASEANが内政不干渉原則

に固執することは民主主義の後退を容認するこ

とになり，ASEAN に対する ASEAN 各国の

市民や国際社会の信頼は損なわれる。事実，

ミャンマーをめぐっては，内政不干渉原則を修

正しようとするインドネシア，マレーシア，シ

ンガポール他と，内政不干渉原則を維持して

ASEAN域内の民主主義の後退を容認しようと

するタイ他との間の対立が深刻化している47)。

Ⅲ 海洋諸国とメコン諸国の分断

（1）海洋諸国とメコン諸国の分断の現状

ASEANはメコン諸国と海洋（非メコン）諸

国の間の分断も指摘されている。ISEAS（注：

シンガポールのシンクタンク）研究センターの

ジョアンヌ・リン（Joanne Lin）氏他による

と，「インド太平洋地域において QUAD や

AUKUS がなどの少数国協力（minilateral co-

operation）が台頭することによって ASEAN

の有効性や ASEAN が提供する安全保障面で

の便益に疑問が提起されている」，「ASEANは

国益の相違に起因する加盟国間の分断が強まっ

ているためコンセンサス形成ができなくなりつ

つある」。また，「1990 年代に加盟国が 6 から

10 に拡大する過程で，海洋諸国と大陸（メコ

ン）諸国の分断も明らかになってきた」48)。

リン氏はさらに，ASEAN加盟国間の分断に

より意思決定が困難になりつつある例として南

シナ海の行動規範（COC）交渉を挙げている。

具体的には，COC交渉は中国とASEAN10 か国

の間で 20 年以上たっても続いており，ASEAN

がスピードに欠け非効率であることの現れであ

ると指摘し，中国に対して ASEAN が結束で

きていないことを示唆している49)。

COC交渉は南シナ海において領有権を主張

する ASEAN 加盟国と中国との間での偶発的

な衝突が武力紛争にエスカレートする事態を避

けることを目的として開始された。COC交渉

の内容は公表されていないため現状を把握する

ことは困難であるが，行動規範によって行動が

制約されることを嫌う中国がカンボジアなど中

国寄りの ASEAN 加盟国を通じて ASEAN の

合意形成を妨げており50)，合意の見通しは立っ

ていないとの見方が有力である51)。

（2）海洋諸国とメコン諸国の分断の要因

海洋諸国とメコン諸国の間の分断には以下の

3 つの要因が指摘できる。第 1 に，タイを除く

メコン諸国（CLM）はいずれも開発が遅れて
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おり中国への依存度が相対的に高い。第 2 に，

メコン 4か国はいずれも中国と地理的に近接し

ているか国境を接している上，南シナ海問題で

のクレイマントではない点で共通している。こ

のような地政学的な要因は中国との関係を緊密

化させる構造的な要因となっている。第 3 に，

前述したとおり民主主義の後退がタイ，ミャン

マー，カンボジアで顕著になっている。

Ⅳ ASEANには何が求められて

いるのか

1．ミャンマー問題

では，ASEANには何が求められているのだ

ろうか。

第 1 に，ミャンマー問題には解決の糸口が見

つかっていないが，軍事政権への対応が

ASEANにとっては当面の最重要課題である。

ミャンマー以外の ASEAN 加盟国も含めて主

要国はミャンマーの軍事政権を承認しておら

ず，2021 年 10 月の ASEAN首脳会議以降同会

議へのミャンマー国軍トップのミンアウンフラ

イン最高司令官の出席は認められない状態が続

いている52)。

一方，前述したとおりASEAN憲章では憲章

に違反する行動が明確化されておらず制裁措置

も制度化されていない。したがって，ASEAN9

か国がミャンマーの ASEAN 加盟国としての

資格をはく奪したり活動停止を強制することに

ついて合意することは容易ではないと見られ

る53)。

なお，ミャンマーは 2026年に ASEAN 議長

国となる予定であったが，9 月 5日，フィリピ

ンのマルコス大統領は，要請を受けて 2026年

に ASEAN 議長国となる見通しであると表明

した54)。主要国は ASEAN 加盟国も含めミャ

ンマーの軍事政権を承認していないことから，

現状のままではミャンマーが ASEAN 議長国

を務めることは事実上不可能であろう。ちなみ

に，2006年にはミャンマーはタイの説得に応

じてASEAN議長国を辞退している55)。

そもそも，ミャンマーで起きている危機は，

民主主義体制を崩壊させ人権弾圧を行った政権

は国内的にも国際的にも正統性を失い，その結

果統治能力の危機に直面することを示してい

る。ミャンマー問題で表面化しているASEAN

加盟国間の対立を克服するためには，内政不干

渉原則に基づいて経済成長や開発を優先してき

たこれまでの ASEAN のアプローチや，コン

センサスに基づく意思決定方式は見直される必

要があるだろう。すでに公にされている具体的

な提案は次のとおりである。

2．ASEANに対する改革提案

（1）ビラハリ提案

ASEAN 出身の論客として知られるビラハ

リ・コーシカン（Bilahari Kausikan）元シンガ

ポール外務次官は，2020 年 10 月，ISEAS 主

催の公開の会合において，カンボジアとラオス

が中国の影響を強く受けていることを理由に

「我々は（カンボジアとラオスの）2 か国を切っ

て 8か国を救う必要が生じるかもしれない。」

と発言して注目された56)。ビラハリ氏の発言は，

カンボジアが 2012 年に ASEAN 議長国として

南シナ海問題で中国寄りの姿勢をとりASEAN

の合意形成を妨げたことを踏まえ，ASEAN関

係者の懸念を代弁したものと言える57)。2012

年時点のカンボジアと比べると現在のミャン

マーがより深刻である（ASEANの結束を脅か

すより深刻な危機である）ことは明らかであ
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り，ビラハリ氏の発言は非現実的とは言い切れ

ない重みを持っている。

（2）ティティナン提案

ビラハリ氏と同じ問題意識に立ちつつ異なる

解決策を提案しているのは，タイを代表する論

客の一人であるティティナン・ポンスディラッ

ク（Thitinan Pongsudhirak）チュラロンコン

大学戦略・国際問題研究所所長である。ティ

ティナン氏は，「ASEAN5+X」モデルと呼ば

れる意思決定方式を提唱している58) が，その

ポイントは ASEAN10 か国のコンセンサスが

ない場合でも原加盟国の 5か国が中核となって

共通の立場を形成することができるようにする

ことである。ティティナン氏の提案に対して

は，ASEAN加盟国間の平等原則（加盟時期に

関わらず加盟国を平等に扱うこと）に反し，ま

た後発 5か国（ブルネイ，ベトナム，カンボジ

ア，ラオス，ミャンマー）が ASEAN をリー

ドする機会を奪うと指摘されており59)，ティ

ティナン提案が ASEAN のコンセンサスとな

る可能性は低いとの見方が一般的であろう。し

かし，経済，貿易分野では ASEAN 原加盟国

の多くまたはすべてが ASEAN としてのコン

センサスなしに CPTPPや IPEF にすでに加入

しており，分野によってはすでに既成事実に

なっていると言える。

（3）ASEAN改革論の評価

タマサート大学のプラサートスック（Kitti

Prasirtsuk）教授（東アジア研究所元所長）に

よると，ビラハリ氏やティティナン氏の提案

は，過去に提案された「ASEANマイナス X」

（A−X）モデルをより強めたものである。同

教授は，「A−X モデルは，ASEAN10 か国の

同意がなくても柔軟性を許容するものであり，

主として経済（貿易自由化）や非伝統的安全保

障（ASEAN Convention on Counter-terrorism

など）の分野で応用されてきている。その範囲

の拡大がこれからの課題として注目されるであ

ろう」と述べていた。ちなみに，ASEAN 憲章

第 21条第 2項は，経済政策に関して「ASEAN

マイナス X」方式を含む柔軟な方式が加盟各

国の同意を前提として実施可能であることを明

記している60)（注：傍線は筆者が付けたもの）。

また，同教授は「ASEAN10 か国の同意及び

参加による政策の実施は機能する可能性が低い

が，1 か国や 2 か国のみの同意及び参加では効

果が小さい。したがって，ASEAN原加盟国と

ベトナムの計 6 か国を念頭に置きつつ，イッ

シューごとに変わってくるという前提で 4〜7

か国の同意及び参加による実施が最も効果的で

あろう」と筆者に述べていた61)。

なお，筆者が 2018年後半から 2020 年半ばま

でバンコクに勤務していた頃，メディアや公開

の場で表明される専門家の意見としては，バン

コク・ポストのコラムニストのカウィー・チョ

ンキタヴォン（Kavi Chongkittavorn）氏を除

くと，ビラハリ氏やティティナン氏と同じ問題

意識に根差した ASEAN に対する悲観的意見

が多かった。

3．域内の経済統合

EU の経験を踏まえると，単一市場を目標に

域内の経済統合をさらに進めることもASEAN

にとって重要である。英国の EU離脱後も EU

が安定しており第 2，第 3 の英国が現れないの

は，EUの単一市場が強固に形成され加盟国が

その利益を享受しているためであろう。域内の

経済統合が進まないと，ASEANは米中競争の
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影響を受けやすくなり ASEAN の意思決定は

より困難となることが予想される。

域内のさらなる統合に向けた ASEAN の課

題としては，みずほ総合研究所の「ASEANを

読み解く」によると，AFTA に基づいて 2015

年までに域内の関税は後発 4か国を含めほぼす

べて撤廃されたものの，実質的には関税に相当

する制度が一部の国で独自に実施されているほ

か，非関税障壁の削減が遅れており，サービス

貿易や労働者の移動も形式的な自由化にとど

まっている62)（ただし，現実の労働市場につい

ては，例えばタイでは多くのミャンマー人が不

法移民として扱われ，建設現場などで低賃金の

非正規労働に従事していることは広く知られて

おり63)，労働者の移動についてはASEANによ

る規範形成よりも現実が先行している）。この

ように，単一市場の実現のためには，ASEAN

の合意の履行（遵守）を確保する欧州委員会の

ような超国家的な機関が必要であり，そのため

の第一歩として ASEAN 事務局の権限の強化

が不可欠である。

EUは新規加盟に際して民主主義や人権を条

件としてきたが，EU法の遵守の監視と同時に

加盟候補国や新規加盟国に対し財政支援を行い

経済格差の是正や EU 法の遵守能力の向上を

図ってきた。ASEANの場合は後発加盟国に対

する支援を日本を含む域外国にもっぱら依存し

てきたが，一人当たり GDPが日本の 2倍以上

のシンガポール64) を筆頭に経済的により豊か

な ASEAN 加盟国が中心となって財政支援を

行う制度を発展させることが必要であろう。

4．政治的リーダーシップ

以上のような課題に取り組むためには政治的

なリーダーシップが不可欠である。元インドネ

シア政府高官は「ASEANは（目先の利益を離

れ長期的視点で政治を動かす）ステーツマン

シップを必要としているが，多くの加盟国は

内向きになっている」と発言65) している。

ASEANの事実上のリーダーとして政治・安全

保障共同体の構築を提唱してきたのはインドネ

シアであり66)，インドネシアの民主化の立役

者でもあったユドヨノ大統領（当時）の下でイ

ンドネシアは ASEAN 統合に貢献したことか

ら，2024 年のインドネシアの大統領選挙後に

ASEANの改革の機運が高まるか注目される。

終わりに：利益と価値に基づいた

統合へ？

ASEANは，これまで経済統合が生み出す利

益を加盟国が共有することを通じて統合を推進

してきた。しかし，これまで見てきたとおり，

新たに加盟したメコン諸国と非メコン諸国の間

の経済格差や安全保障上の利害の対立を背景

に，ASEANの意思決定はより困難になってい

る。また，ASEANは内政不干渉原則を堅持し

開発を優先してきたため，経済成長や政治的な

安定を実現したものの，2015年に発足したは

ずの政治・安全保障共同体は ASEAN 憲章の

理念を実現できておらず，理念と現実には大き

な乖離がある。したがって，ASEANの統合を

持続可能なものにするためには，第 1 に利益の

共有だけでなく価値の共有が不可欠であり，そ

のためには内政不干渉原則の見直しは避けられ

ない課題である。ミャンマーへの対応をめぐり

ASEAN 加盟国間の対立が深刻化しているの

も，タイを除く ASEAN の原加盟国の多くが

すでにこのような問題意識に基づいて行動して

いるからであろう。第 2 に経済や安全保障上の
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利害対立を克服するためには，ASEAN域内の

経済統合の進展に加え，経済格差の是正のため

の加盟国間の財政的な支援が必要である。

最後に冒頭で触れたキショール論文67) に戻

りたい。キショール氏の主張は，ASEANが途

上国に対し，内政不干渉原則に基づき民主主義

や人権よりも経済成長や安定を優先した地域統

合や外交を推奨することを意味しており，「中

国モデル」の優位性を前提としている。このよ

うな主張は ASEAN 市民が求めている民主主

義や人権の実現や回復とは両立しないであろ

う。ASEAN各国の政治体制に関係なく起きて

いる民主化や人権を求める市民の行動を直視す

ることが，ASEAN憲章が掲げる理念に基づい

た共同体を ASEAN が実現するための第一歩

となるであろう。
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